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あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委託業務企画提案書募集要項 

 

１ 業務目的 

本県の働く場における女性活躍を促進するためには、県内で企業の 99.7％を占める

中小企業への働きかけを継続的に行っていく必要がある。 

また現在、あいち女性輝きカンパニー（以下「カンパニー」という。）の認証更新率

は 87.5％となっており、カンパニーが女性活躍の取組を継続していくためには、認証

後のフォローアップを行っていく必要がある。 

そこで、あいち女性の活躍プロモーションリーダーのうち、地域の実情や企業の業況

を把握し、業務を通じて企業のコンサルタント的な役割を担う金融機関を連携の相手方

として、女性活躍に関する制度や施策、取引先企業への効果的な働きかけ方についての

行員研修、金融機関の取引先企業の経営者等を対象としたカンパニー認証取得や女性活

躍に向けた具体的な取組を促すセミナー、そして、カンパニーの経営者や人事担当者、

金融機関をメンバーとした異業種交流会を開催し、カンパニー認証企業の増加を図ると

ともに、カンパニーの女性活躍の取組をフォローアップしていく。 

 

２ 業務内容 

（１）取引先企業への働きかけのための行員研修 

（２）取引先企業向けセミナーの共催 

（３）カンパニー異業種交流会の開催 

 

３ 業務委託の詳細 

別添「あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委託業務仕様書」のとおり。 

 

４ 契約期間 

  契約の日から令和９年３月 23 日（火）まで 

 

５ 契約条件 

（１）委託金額限度額 

   6,939,120 円（消費税及び地方消費税込み） 

（２）委託費の支払条件 

   精算払とする。 

 

６ 応募資格 

  応募者は、次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）企画提案書提出期限の時点において、愛知県会計局が作成した令和８・９年度入札

参加資格者名簿「（大分類）03 役務の提供等」のうち、「（中分類）03 映画等製

作・広告・催事」又は「（中分類）16 その他の業務委託等－（小分類）03 研修」に

登録されている者であること。 
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（２）企画提案書の受付期間において、愛知県から入札参加資格（指名）停止の措置を受

けていないこと。 

（３）地方自治法施行令第 167 条の４＜一般競争入札の参加者の資格＞の規定に該当しな

いこと。 

（４）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月

29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置の対象でないこ

と。 

（５）県内に本社、支社、営業所又は事務所を有すること。 

 

 

７ 募集期間 

  令和８年４月 16 日（木）から令和８年５月 15 日（金）まで 

 

８ 応募に関する質問について 

（１）質問受付期間 

   令和８年４月 23 日（木）午後４時まで 

（２）質問方法 

   別紙１（「あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委託業務」質問書）により、

質問事項を明確に記入の上、男女共同参画推進課（danjo@pref.aichi.lg.jp）宛てに

電子メールで送信してください。この際、件名は、「あいち女性輝きカンパニー認証

取得促進事業委託業務に関する質問」としてください。 

   なお、口頭（電話を含む。）による質問は受け付けません。 

（３）回答 

   質問に対する回答は、令和８年４月 28 日（火）午後４時までに、質問内容が当該

事業者等固有に係る場合を除いて、男女共同参画推進課のＷｅｂページ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/）の「新着情報」に掲載します。 

 

９ 企画提案書の提出等 

  別添「あいち女性輝きカンパニー認証取得促進委託業務企画提案書作成要領」に基づ

き、以下の書類を作成・提出すること。 

（１）提出書類 

ア あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委託業務企画提案参加申込書

（別紙様式） 

イ あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委託業務企画提案書（任意様式） 

ウ 経費見積書（愛知県知事宛）（任意様式） 

エ 事業の実施体制がわかるもの（任意様式） 

オ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（別紙２）とその添付書類 

カ 会社の概要がわかる資料（会社パンフレット等） 

 （２）提出部数 
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    ９部（正本１部・副本８部） 

 （３）提出仕様 

    Ａ４版 縦置き横書き左綴じ（Ａ３版を使用するときは３つ折りにすること。） 

 （４）提出期限 

    令和８年５月 15 日（金）午後４時（必着） 

（５）提出方法 

郵送又は持参（郵送の場合は、書留等配達が証明できる方法としてください。

持参の場合は、平日午前９時から午後４時までに持参してください。） 

 （６）応募に関する問い合わせ先及び提出先 

    〒４６０－８５０１ 

       名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  

    愛知県県民文化局男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ 

     電 話  ０５２－９５４－６６５７ 

         ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０５２－９５４－６９５１ 

         E-mail   danjo@pref.aichi.lg.jp  

※ メールの件名については、「あいち女性輝きカンパニー認証取得促進事業委

託業務について」としてください。 

 （７）応募に関する条件等 

   ア 企画提案書の提出は、１者１案とする。 

イ 応募資格を有さない者の応募や、提出物に不備のある場合は、受理しません。 

   ウ 提出に係る一切の経費は、企画提案者の負担とする。また、提出された資料は

返却しません。 

エ 提出資料に係る個人情報は、当業務の目的に限って利用し、厳重に管理する。 

   オ 採用された企画提案書の著作権は、愛知県に帰属するものとする。 

カ 提出された企画提案書は、受託事業者選定のための資料であり、正式な企画

書については、県と協議の上で決定することとする。 

（８）その他 

企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超える

ことは認めません。 

なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同

じになるとは限りません。 

    

10 企画提案書の選定等 

提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が設置する選定委員会

において、書面審査を行う。 

なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じません。 

 

11 選定者数 

  １者 
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12 スケジュール（予定） 

令和８年４月 16 日（木） 公募開始 

４月 23 日（木） 質問受付期限（午後４時まで（必着）） 

４月 28 日（火） 質問への回答 

５月 15 日（金）  企画提案書の提出期限（午後４時まで（必着）） 

５月中旬～    選定委員会（書面）による審査 

委託先の決定 

６月上旬    契約締結・業務実施 

令和９年３月下旬    実績報告書の提出、完了検査 

４月上旬    請求書の提出 

４月下旬    委託料の支払 

 

13 その他 

（１）業務委託の開始から終了までの間、実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実

施のために、随時、県と連絡調整を行うこと。 

（２）本件契約は、電子契約（立会人型電子契約サービスを利用して行う契約）又は紙の

契約書による契約手続きを選択できる。なお、電子契約の詳細については、愛知県の

Web ページに掲載されている「電子契約マニュアル」を参照すること。 


